
青梅市地域密着型（介護予防）サービス指定候補事業者募集要領

１　募集の趣旨

市では、介護保険事業計画にもとづき、地域密着型サービス等の基盤整備を進めています（別紙１参照）。

平成２２年度の整備に当たり、着実な基盤整備を行い、事業の適正な運営を行うため、地域密着型（介護予防）サービス指定候補事業者を募集します。

２　募集するサービスの種類

　　小規模多機能型居宅介護（介護予防を含む。）

３　募集期間

平成２２年６月１５日（火）から６月３０日（水）まで

４　募集方法

平成２２年６月１５日号の広報おうめおよび青梅市ホームページ（以下「ホームページ」といいます。）で募集します。

５　申込手続

(1)
募集要領、募集申込書等の配布について
ア　青梅市ホームページからのダウンロード

　　　６月１５日（火）よりこちらからダウンロードしてください。

http://www.city.ome.tokyo.jp/
イ　窓口での配布

(ｱ) 配布期間 

平成２２年６月１５日（火）から配布します。（ただし、土曜日、日曜日および祝日を除く。）

(ｲ) 配布時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで

(ｳ) 配布場所

　　　　　青梅市健康福祉部高齢介護課介護保険管理係（本庁舎１階６番窓口）
(2)
申込方法
この要領により指定候補事業者の選定を受けようとする事業者は、青梅市地域密着型（介護予防）サービス指定候補事業者募集申込書（様式第１号）を１部作成し、別表に掲げる申込みに必要な書類各１部を添えて、郵送または直接持参してください。

ア　窓口へ持参する場合

(ｱ) 申込期限 

平成２２年６月３０日（水）

(ｲ) 受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで

　　　(ｳ) 申込場所

　　　　　前記(1)イ(ｳ)に同じ

　　イ　郵送による場合

(ｱ) 申込期限 

平成２２年６月３０日（水）必着

　　　(ｲ) 申込場所

　　　　　前記(1)イ(ｳ)に同じ

(3) 募集内容に関する質問

ア  質問がある場合は、任意の質問書を作成し、６月１８日（金）正午までに、直接持参していただくか、電子メールまたはファクシミリで提出してください。

イ  ６月２５日（金）以降にホームページに回答を掲載します。

(4) 申込みに当たっての留意事項

ア　事業者（運営法人）について

(ｱ) 公認会計士の財務内容審査

公認会計士に委託し、直近３か年の決算報告書、資金計画書（様

式第１０号）、借入金の償還計画書（様式第１１号）、融資証明書、設置する事業所の収支見込書（様式第１２号）、預金残高の分かる通帳の写し等により、現に運営している事業について、経営状態が良好であるか、債務超過になっていないか、今後地域密着型介護事業を運営していく上で、健全で安定した運営が見込めるか等を審査します。
(ｲ) 運転資金の確保

　　  開設後３か月の運転資金のほか、法人事務費（原則１００万円以上）の保有状況を預金残高等により確認を行います。他の介護保険事業を運営している運営法人にあっては、個別の口座を開設していただくこともあります。国交付金または都補助金の交付を受ける場合には、運転資金の借入れは、認めません。

　開設に伴う備品購入費の借入れは構いませんが、備品購入費の

借入れをする場合は、金融機関の融資証明書を提出してください。

(ｳ) 土地および建物の賃貸借契約および賃貸借権登記について

　　　土地および建物の賃貸借の契約書または合意書（確約書）を提出していただきます。契約期間は２０年以上とします。　

また、市が指定候補事業者として選定後、事業所開設に伴う地域密着型介護事業所の指定申請をしていただく際には、賃貸借契約と同じ期間で賃借権登記も行っていただきます。

イ　土地所有者および建物所有者の財務状況について

　　事業者（運営法人）が安定して継続した事業を行うために、土地

所有者および建物所有者の資金計画書、借入金の償還計画書、融資

証明書、預金残高等により、確実に建設、改修できる資金の保有状

況等を審査します。また、地域密着型介護事業者として市が指定候

補事業者を指定した際は、事業運営の継続について、市と土地所有

者、建物所有者と協定書を結んでいただきます。

  (5) その他留意事項

ア  事業実施の実現性

事業運営の意思はあるが、土地の確保の見通しが立たない等の実現性のないものは、選定の対象とはなりません。

なお、事業所計画地が市街化調整区域の場合、様々な規制があり、

建築できない可能性があるため都市計画課へ確認をお願いします。また、事業所計画地の都市計画について調査の上応募をお願いし

ます。

イ  応募の辞退

応募受付後に辞退をされる場合は、辞退届を提出してください。

ウ  指定候補事業者選定後の手続

選定により指定候補事業者となった事業者（運営法人）について

は、速やかに開設に伴う施設建設等の整備を行い、指定申請書を提出していただき事業を開始してください。

なお、指定申請の際に指定基準を満たしていない場合には、指定を行わないことがあります。

６　選定方法

(1)
審査の手順

ア　１次審査

提出された書類により資格審査を行います。

イ　２次審査

１次審査合格者に対して、事業に対する考え方、運営体制等に関する面接を行うとともに、青梅市地域密着型（介護予防）サービス指定候補事業者の選定に関する委員会により総合的な評価による選定を行います。

ウ　前記イにより選定した事業者について、青梅市介護保険運営委員会に諮問し、審議および答申を経て決定します。

(2)
審査結果の通知

審査結果は、応募のあった事業者に文書で通知します。

(3)
その他

ア　指定候補事業者の応募がない場合または指定候補事業者が決定しなかった場合は、再度募集を行う場合があります。

イ　審査の結果によっては、指定候補事業者なしとする場合があります。

ウ　既存の事業者については、第三者評価等公表されている事項を審査に利用することがあります。

７　選定の基準 
次の各項目にもとづいて審査します。

	項目
	内容
	チェックポイント

	(1) 運営理念の理解および基本方針について

	ア　応募した理由


	目的を理解した内容となっているか

	
	イ　サービスの質を向上させるための目標・方策
	目標を定め、方策に実現性があるか

	
	
	

	
	ウ　自己評価や外部評価を受けることに対する考え方
	積極的な姿勢があるか

	
	エ　個人情報の管理に対する考え方
	管理に対する理解があり、的確な対応ができるか　　

	
	オ　身体拘束、プライバシーへの配慮に対する考え方
	身体拘束、プライバシーへの配慮がされているか

	
	カ　認知症ケアに対する考え方
	認知症ケアに対する理解があり、適切にケアできるか

	
	キ　利用者の状態、意向を配慮したサービス計画の作成の考え方
	　サービス計画の作成に配慮されているか

	
	ク　自立支援のための具体的な手法
	　自立支援のための具体的な手法があるか

	
	ケ　個人情報保護の措置についての職員への周知、個人データの管理方法
	　職員への周知、個人データの管理方法がどのようになっているか

	(2) 地域との連携について
	ア　開設に当たっての地域住民への理解を得るための方策
	　地域との連携の重要性を配慮した方策であるか

	
	イ　運営推進会議の運営に対する考え方
	　運営推進会議に地域の意見を取り入れているか

	
	ウ　ボランティアの受入れ体制
	　ボランティアの受入れ体制があるか

	
	エ　地域に開かれた施設等としての方策
	　地域に開かれた施設となっているか

	
	オ　協力医療機関との連携体制
	　具体的な協力医療機関との連携体制があるか

	
	
	

	
	
	

	(3) 事業運営について
	ア　経営基盤の安定性
	経営基盤の安定性および事業運営の継続性が確認できるか

	
	イ　資金計画についての方策
	　資金計画が堅実であるか

	(4) 防犯、防災、衛生管理、苦情処理、事故防止体制等について
	ア　防犯への対応
	　防犯への具体的な対応策があるか

	
	イ　防災への対応（計画、訓練、非常災害の際の連携体制）
	　計画、訓練、非常災害の際の連携体制など防災への対応があるか

	
	ウ　感染症予防への方策
	　感染症予防への具体的な方策があるか

	
	
	

	
	エ　苦情処理のための体制
	　苦情処理のための担当者を指定するなどの体制があるか

	
	オ　事故防止および虐待防止への方策
	　事故防止および虐待防止への方策があるか

	(5) 従事職員関係について
	ア　職員の配置
	　配置が運営基準にのっとっているか

	
	イ　職員の資質向上のための取組
	　職員の資質向上のための取組がされているか

	(6) 施設整備面について
	ア　事業所の立地状況
	　立地状況が運営基準にのっとっているか

	
	イ　併設サービスについての考え方（併設サービスがある場合）
	　併設サービスについての考えが妥当であるか


(7)
その他

ア　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第４項各号および第１１５条の２第２項各号に該当しないこと。

イ　次の基準の要件を満たすこと。

(ｱ)
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号）
(ｲ) 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３６号）
(ｳ)
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について（平成１８年３月３１日老計発第０３３１００４号・老振発第０３３１００４号・老老発第０３３１０１７号）

(ｴ)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２６号）

(ｵ)
指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成１８年厚生労働省告示第１２８号）

(6） 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１８年３月３１日老計発第０３３１００５号・老振発第０３３１００５号・老老発第０３３１０１８号）

８　募集日程 

	日　　　時
	内　　　　　容

	６月　１５日（火）　
	広報おうめ、ホームページ掲載

	６月　１５日（火）
	募集要領窓口配布開始

	６月　１８日（金）
	質問事項受付、約１週間後回答

	６月　３０日（水）　
	応募締切り

	７月上旬　
	書類審査

	７月中旬
	面接

	７月下旬
	選定委員会審査

	８月上旬予定
	介護保険運営委員会での審議

	８月中旬予定　
	指定候補事業者の決定、応募者へ結果通知


９　その他

(1)
提出された書類は、返却いたしません。

(2) 申込みにかかる費用は、申請者の負担とします。

(3)
すでに提出した後に、計画変更があったときは、新規申込みと同様の取扱いとして対応します。

(4)
必要書類の様式等は、ホームページに掲載します。

10
問い合わせ先および提出先

　　郵便番号１９８－８７０１　東京都青梅市東青梅１丁目１１番地の１

　　青梅市健康福祉部高齢介護課介護保険管理係

　　電話番号  ０４２８－２２－１１１１（内線２９９）

　　ＦＡＸ番号  ０４２８－２２－３５０８（代表ＦＡＸ）

電子メールdiv1545@city.ome.tokyo.jp

別紙１（第１項関係）

１　小規模多機能型居宅介護の整備目標

（単位：人、事業所）
	区　　分
	平成21年度
	平成22年度
	平成23年度

	利用者見込み／日
	30
	45
	45

	事業所数
	２
	３
	３


２　地域密着型（介護予防）サービス事業所の指定状況（市内事業所）
（単位：事業所）

	サービスの種類
指定年月日
	指定事業所数

	
	認知症対応型

通所介護
	小規模多機能型

居宅介護
	認知症対応型

共同生活介護

	平成18年４月１日
（みなし指定）
	
	
	２

	平成18年９月１日
	
	１
	

	平成19年１月１日
	１
	
	

	平成20年２月１日
	
	
	１

	平成22年２月１日
	１
	
	

	平成22年３月１日
	１
	１
	

	平成22年３月15日
	
	
	１

	計
	３
	２
	４
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	圏域名
	地区名
	町　丁　名

	第１地区
	青梅地区
	勝沼1～３丁目、西分町1～３丁目、

住江町、本町、仲町、上町、森下町、裏宿町、

天ヶ瀬町、滝ノ上町、大柳町、日向和田1～３丁目

	
	東青梅地区
	東青梅1～６丁目、根ヶ布1～２丁目、

師岡町1～４丁目

	第２地区
	長淵地区
	駒木町1～３丁目、長淵1～９丁目、

友田町1～５丁目、千ヶ瀬町1～６丁目

	
	河辺地区
	河辺町1～10丁目

	
	梅郷地区
	畑中1～３丁目、和田町1～２丁目、

梅郷1～６丁目、柚木町1～３丁目

	
	沢井地区
	二俣尾1～５丁目、沢井1～３丁目、

御岳本町、御岳1～２丁目、御岳山

	第３地区
	大門地区
	吹上、大門1～３丁目、塩船、谷野、

木野下1～２丁目、今寺1～５丁目、野上町1～４丁目

	
	新町地区
	新町1～９丁目、末広町1～２丁目

	
	今井地区
	藤橋1～３丁目、今井1～５丁目

	
	小曾木地区
	富岡1～３丁目、小曾木1～５丁目、黒沢1～３丁目

	
	成木地区
	成木1～８丁目





年    月    日

青  梅  市  長  殿

 eq \o\ad(所在地,　　　　)
事業者名

（法人名）

代表者名                    eq \o\ac(◯,印)
青梅市地域密着型（介護予防）サービス指定候補事業者募集申込書

青梅市において、下記のとおり地域密着型（介護予防）サービス事業を実施したいので、関係書類を添えて申込みいたします。

記

１  サービスの種類

２　事業予定地

青梅市

３　添付書類

別表のとおり

４　担当者

(1)
事業者(法人)名
(2) 連絡先

ア  所在地　
イ  所　　属

ウ  氏    名

エ  電話番号

オ  ＦＡＸ番号
カ  電子メール
以  上

別表（第５項関係）

	
	提出書類
	留意事項
	様式

	申込み
	募集申込書
	所定の様式による
	様式第１号

	事業者（運営法人）
	介護保険法第78条の２第４項各号および第115条の２第２項各号の規定に該当しない旨の誓約書
	所定の様式による
	様式第２号

	
	事業運営実績について
	所定の様式による
	様式第３号

	
	定款または寄付行為
	最新のもの
	

	
	法人登記事項証明書

（法人登記簿謄本）
	応募提出日前３か月以内に発行されたもの
	

	
	法人決算報告書
	直近３か年分
	

	
	過去の指導検査結果の写し
	過去に指導を受けた場合のみ
	

	
	利用者アンケートの集計内容
	自己評価等において実施している場合のみ
	

	事業計画(土地・建物)
	地域密着型（介護予防）サービス事業計画書
	所定の様式による
	様式第４号

	
	事業スケジュール
	所定の様式による
	様式第５号

	
	案内図
	事業開設予定地の案内図
	

	
	平面図
	所定の様式による
	様式第６号

	
	配置図
	建物の配置や敷地との位置関係を示した図。なお、道路に接している距離と道路の幅員を記入してください
	

	
	現況写真等
	改修および増改築の場合は、増改築前の図面や現況写真（全景のほか建物内部）も添付すること
	

	
	事業予定地の土地、建物に関する権利関係が確認できる書類
	土地、建物登記事項証明書（土地、建物登記簿謄本）、借地、借家契約書の写し、借地・借家に関する合意書（確約書）など
	

	運営方針
	運営方針提案書
	所定の様式による
	様式第７号

	
	代表者の経歴書
	所定の様式による
	様式第８号

	
	管理者の経歴書
	所定の様式による
	様式第９号

	資金計画
	資金計画書（※）
	所定の様式による
	様式第10号

	
	借入金の償還計画書（※）
	所定の様式による
	様式第11号

	
	融資証明書（※）
	建物建設費用、備品購入費等借入れにかかる金融機関の証明書
	

	
	設置する事業所の収支見込書と年ごとの積算内訳
	所定の様式による
	様式第12号の1
様式第12号の2

	
	預金残高の分かる通帳の写し（※）
	運転資金等が確保されていること
	

	その他
	近隣関係住民等への説明状況
	所定の様式による
	様式第13号

	
	関係行政機関との事前相談の状況
	所定の様式による
	様式第14号


※資金計画書、借入金の償還計画書、融資証明書、預金残高の分かる通帳の写しについては、事業者（運営法人）のほか土地所有者、建物所有者が建物を建設、改修等をして事業者へ賃貸する場合等は土地所有者、建物所有者についても提出してください。

様式第１号（第５項関係）
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